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第 1章 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

1. 環境影響評価方法書の公告及び縦覧 

「環境影響評価法」第 7 条の規定に基づき、当社は環境の保全の見地からの意見を求めるた

め、方法書を作成した旨及びその他事項を公告し、令和 4年 9月 5日から令和 4年 10月 5日

まで縦覧に供した。 

 

(1)公告の日 

中頓別町：令和 4年 8月 25日（木） 

枝幸町：令和 4年 8月 29日（月） 

音威子府村：令和 4年 8月 12日（金） 

 

(2)公告の方法 

各自治体の広報及び旬報に掲載した。（別紙 1参照） 

また、下記において電子縦覧を実施した。なお、住民説明会の開催についても合わせて公告

を行った。 

 

・NC電源開発株式会社（中頓別ウィンドファーム合同会社の親会社）ホームページ 

（別紙 2参照） 

http://www.ncd-japan.com/nakatonbetsu_eia01.html 

※北海道のホームページにも事業者ウェブサイトへのリンクを掲載していただいた。 

 

(3)縦覧場所 

関係地域を対象に、以下に示す 5か所にて縦覧を実施した。 

また、NC 電源開発株式会社（中頓別ウィンドファーム合同会社の親会社）のホームページに

おいて、インターネットの利用により電子縦覧を行った。 

・北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課（北海道稚内市末広 4丁目 2-27） 

・北海道上川総合振興局保健環境部環境生活課（北海道旭川市永山 6条 19丁目 1番 1号） 

・中頓別町役場 役場窓口（北海道枝幸郡中頓別町字中頓別 172番地 6） 

・枝幸町役場 まちづくり推進課（北海道枝幸郡枝幸町本町 916番地） 

・音威子府村役場 総務課 総務財政室（北海道中川郡音威子府村字音威子府 444番地 1） 
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(4)縦覧期間 

縦覧期間は以下のとおりとした。 

・縦覧期間：令和 4年 9月 5日（月）から令和 4年 10月 5日（水）まで 

・縦覧時間：各振興局は午前 9時から午後 5時まで 

        各役場は午前 8時 30分から午後 5時 15分まで 

        なお、電子縦覧は終日アクセス可能な状態とした。 

 

(5)閲覧者数 

縦覧者数は 8名であった。 

※各縦覧先からの聞取り情報による。 

 

2. 環境影響評価方法書についての説明会の開催 

「環境影響評価法の一部を改正する法律」（平成 23年法律第 27号）第 7条の 2の規定に基

づき、方法書の記載事項を周知するための説明会を以下のとおり開催した。 

 

開催日時 開催場所 参加者数 

令和 4年 9月 27日（火）18時 30分～ 音威子府村 音威子府村公民館 2 

令和 4年 9月 28日（水）18時 30分～ 中頓別町 中頓別町民センター 11 

令和 4年 9月 29日（木）18時 30分～ 中頓別町 小頓別多目的集会施設 13 

 

3. 環境影響評価方法書についての意見の把握  

「環境影響評価法」第 8条の規定に基づき、環境の保全の見地から意見を有する者の意見の

提出を受け付けた。 

 

(1)意見書の提出期間 

令和 4年 9月 5日（月）から令和 4年 10月 19日（水） 

（郵送の受付は、当日消印有効とした。） 

 

(2)意見書の提出方法 

方法書に対する環境保全の見地からの意見は、以下の方法により受け付けた。（別紙3参照） 

①中頓別ウィンドファーム合同会社への書面の郵送 

②方法書縦覧場所に設置した意見書箱への投函 

 

(3)意見書の提出状況 

提出された意見書の総数は 8通、意見総数は 36件であった。 
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第 2章 環境影響評価方法書の環境保全の見地からの提出意見の概要と事業者の見解 

「環境影響評価法」第 8条第 1項に基づいて提出された、環境保全の見地からの意見の概要

及びこれに対する事業者の見解は、次のとおりである。 

 

環境影響評価方法書に対する一般の意見及び事業者の見解 

・意見書 1  

No. 一般の意見の内容 事業者の見解 

1 

低周波の騒音が発生し、動物（人間を含む）

に対し悪影響が出ると聞いたことがあります。 

低周波の騒音の発生について、 

 

①発生方向に指向性はありますか。あるとす

れば、どういう方向・角度ですか。 

②運転範囲（風速でプロペラが回転する回転

数範囲）で、騒音が一番高いレベルで、直

線距離でどのくらいまで届きますか。 

③動物（人間を含む）に影響がでた場合、軽

減策はどのような方法がありますか。 

④上記③の効果はどの程度ありますか。上記

②と同様に推移曲線で当方への提示と公

開をお願いします。 

① 研究発表によると、概ねプロペラ前後方

向に指向性があると考えられています。

ただし、この指向性は数 100m の距離で

の傾向ですので、周囲の住居周辺から

はあまり風車音の指向性は感じられない

と考えております。 

② 発電所アセス省令によると、騒音に関し

ては風力発電所の場合、環境影響を受

ける範囲として対象事業実施区域近傍

（1km周囲内）とされていることから、影響

範囲として約 1kmを想定しています。 

③ 動物（人間を含む）に影響が出た場合、

まず、影響の原因を調査し、原因に応じ

た対策を専門家等及び当事者と協議の

上、軽減策を検討いたします。 

④ 今後、騒音に関する調査結果に基づき、

予測・評価する中で各種基準値との適

合状況や対策の効果の検討を実施する

予定です。 
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・意見書 2  

No. 一般の意見の内容 事業者の見解 

2 

住民説明会では、「環境影響評価とは別

に、設置のための地質調査を行う」と理解しま

した。 

地質調査の結果、基礎の深さや杭の長さが

決まると説明がありました。 

そもそも、工事内容が決定していない段階

で、環境影響調査を行っても、影響の評価を

できないと考えます。 

すなわち、今回の環境影響評価そのものが

形式だけのものと判断します。 

今回の環境影響評価方法書は、現況を詳

細に把握するための調査手法に関しての手

続き、審査です。 

今後の環境影響評価については、風力発

電所における工事概要は概ね類似している

ことから、まず現況の環境を把握し、予定さ

れる工事内容を鑑みて予測・評価をいたしま

す。その結果を基に工事内容や事業計画を

決定することで、環境影響の回避・低減され

たより良い事業としてまいります。 

 

3 

説明会資料に記載されている「発電機の概

要」では、ブレード 3枚の風力発電機が図示さ

れています。 

このタイプは、微風では回転しないと聞いて

います。 

設置はしたが、事業として成り立たず、放置

とならないように、保証を明確にすることを要求

します。 

ご意見ありがとうございます。設置予定の

風力発電機は風速 3m/s 以上で発電いたし

ます。 

風力発電事業は、専門機関や金融機関を

含む第三者から事業採算性を十分精査して

建設を進めていきますので、設置後に事業

が成り立たず放置することはいたしません。

また、国有林の貸付等に係る基準において

も、発電施設等の設置・運用・撤去を行うた

めに必要な信用及び資力があることについ

て確認されます。実際に、万が一にも放置と

ならないように撤去費用を準備することがガ

イドラインで求められており、弊社も撤去費用

を準備いたします。 

4 

この事業による、中頓別町のメリットを明確

にすることを要求します。 

また、上記メリットを補償（保障）願います。 

ご意見ありがとうございます。中頓別町のメ

リットは、建設時の工事関係者の飲食並びに

宿泊需要、地元土建会社、電気工事会社等

の優先雇用及び、稼働後のメンテナンス等と

いった経済活動への貢献のほか、風力発電

事業の税収入で固定資産税、地方法人税、

事業税、地方消費税の納税、新たな観光資

源としての活用等があると考えています。こ

れら税金に関するものは、事業実施区域に
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おける納税となりますので、必ず実施される

ものであり、それらは行政の歳入となります。

資金使途（歳出）については行政が決定する

ものですが、住民の皆様の民意が反映され

るものと思料いたします。 

 

・意見書 3  

No. 一般の意見の内容 事業者の見解 

5 

「環境影響を受ける範囲と認められる地域の

範囲」には枝幸郡枝幸町の記載も見られます

が、枝幸町における住民説明会の日程は記さ

れておりません。環境保全の見地から、影響を

うけると思われる町の方々のご意見もうかがう

機会をつくるべきではないかと考えます。 

住民説明会の開催については、各町村と

相談の上実施しております。枝幸町におい

ても、行政と相談の結果、住民説明会実施

は必要ないが、関心を持つ住民に配慮し、

他町村と同様に広報・新聞折込による周知を

実施いたしました。 

また、縦覧についても各町村同様に 9月 5

日から 10月 5日の期間行い、意見の募集を

行いました。 

今後の手続きについても、環境影響評価

図書の縦覧と意見募集について、広く周知

し、意見を募集するよう努めてまいります。 

6 

「表 3.2.5-1 配慮が特に必要な施設」図中

番号⑭の瀬尾診療所は現在廃院になってい

ます。また⑳の障害者施設では 2 か所のグル

ープホームが展開されています。現状を見な

いで資料で一方的に作成されたこの「方法書」

の内容の信憑性に疑いが出ます。環境の保全

を判断するには適正を欠くと思われます。 

ご指摘いただいたとおり、確認が十分でな

かったものと考えます。準備書手続き以降、

正しい内容を記載できるよう精査に努めま

す。 

7 

目的の記載後段部分に「・・・良好な風資源

を得ることができる中頓別町において・・・」とあ

りますが、図 2.2.4-5、図 2.2.4-6の資料を見る

と、中頓別町より南の枝幸町側のエリアに強い

風況があると思われます。 

風が強い方が多くのエネルギーが確保でき

るのではないかと思います。 

環境保全の見地からは、風車など無い方が

良いと思います。 

対象事業実施区域の選定にあたっては、

良好な風況を得ることができるとともに、法令

等の規制の有無も併せて検討しております。

風況のみならず、法令や運搬等を含む諸条

件を検討して事業地の選定をしております。 



6 

 

8 

水系について、内藤の沢川、四の沢川、木

村の沢川の水源（起始部）が風力発電機配置

部になっています。基礎杭がかなり深く掘られ

るので、大雨時の地盤崩壊による発電機倒壊

や水質汚染が心配されます。 

ご意見ありがとうございます。適切な設計・

施工を行い、地盤崩壊による発電機崩壊が

起こらないよう取り組んでまいります。また、

陸上風力発電は、陸上に設置される発電用

風力設備の風車に係る工事計画審査が義

務付けられております。審査では風力発電

機メーカー及び大手ゼネコンが協業設計し

た設計の確かさ、実環境における実力から

構造上安全であることを確認されます。 

設置予定場所については地質調査を行

い、計画段階において大雨時に地盤崩壊や

濁水による水質汚濁が発生しないように配慮

いたします。 

9 

騒音測定位置（施設の稼働など）は、奥の 2

軒のお宅で測定するべきと考えます。 

奥にも発電機が 8 機あり、集中しているから

です。 

施設の稼働に関する騒音測定位置は、風

車からの距離減衰を考慮し、複数の風車の

影響を最も受けやすい地点として選定してい

ます。ですので、ご指摘の住居よりも現在選

定している地点の方が、より騒音の影響を受

ける地点であり、そこでの騒音調査が適切で

あると考えております。 
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・意見書 4  

No. 一般の意見の内容 事業者の見解 

10 

中頓別町は豊かな自然環境が一番の財産

です。町民の誰か、風力発電を望んだのでし

ょうか。山を崩し、コンクリートで固め、100ｍ超

の塔を立てることがどれだけ自然への侮辱に

なるか考えるまでもありません。その事は地元

中頓別を蔑ろにしていることになります。田舎

をバカにしないでいただきたい。 

予定地の山の音威子府側は鳥獣保護区で

す。その境界線を一歩超えれば鳥や動物は

保護の対象にならないというのですか。生き物

にその境界線は見えないし、自由に行き来し

ているのです。地図上で保護区になっていな

いからといって、鳥獣保護区の外側に風車の

壁を作って、鳥獣を保護できると思いますか？ 

昨今、風車の設置についてはバードストライク

の問題が大きく取り上げられています。 

風車は、地元の要望が強くあり、風もよく吹く

地域を探して、そこに作ってください。 

この計画は自然破壊以外の何物でもありま

せん。白紙撤回を求めます。 

なお、この意見書の内容は中頓別町をはじ

め関係機関へも伝えることを申し添えます。 

ご意見ありがとうございます。風力発電は

地球温暖化対策及び国内におけるエネルギ

ー自給率向上に大きく貢献できる自然エネ

ルギーの一つであり、今後、より普及が望ま

れる電源であると考えています。 

鳥獣への影響については、環境影響評価

法に基づく環境アセスメントを実施すること

で、事前に環境調査を行い、専門家の意見

も十分踏まえた上で工事及び稼働に伴う環

境影響の有無を精査するとともに、影響が想

定される場合は回避・低減する施策を講じて

まいります。 

対象事業実施区域の選定にあたっては、

風力発電事業に適した風況の良い場所で、

かつ法令等の規制も併せて考慮し計画して

います。環境影響に十分配慮し、地域の皆

様に事業について理解いただけるよう取り組

んでまいります。 
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・意見書 5  

No. 一般の意見の内容 事業者の見解 

11 

① まず、住民向け説明会の印象から述べ

させていただくと、会の進行つまりは

主催者の挨拶や出席者の紹介などを担

ったのは、後から考えたら環境調査を

行う予定のコンサルタントの職員であ

った。この会は事業者が主催するもの

で当然その仕切りの元で行われるべき

ものであるにも関わらず、事業の調査

を請け負う側が進行していた。ここか

ら窺えるのは発注者と受注者の関係性

である。本来の独立性を保ったもので

はないことが容易に伝わってきた。

「恣意的な調査結果は出ない。」とい

った事業者の言葉が空々しく思えた。 

住民説明会においては、説明会の運営に

慣れているコンサルタントが司会をし、事業

部分については事業主からご説明をさせて

いただくことが一般的です。調査の内容や結

果につきまして、環境調査を行うコンサルタ

ント会社が恣意的な操作を行うことは決して

ありません。 

ご指摘を踏まえまして、次回からの説明会

では事業主が司会進行をするなど、引き続き

中立性や透明性の維持に努めてまいりま

す。 

 

12 

② 発電ビジネスの多くがそうであるよう

に、エネルギーを売るもの買うのも地

域の企業や人ではない。つまり地域経

済にとって何のメリットはないばかり

か、おそらく事務所などの配置もない

のだろうから、事業に対する思い入れ

も地域内で育つ見込みがない。 

③ 4年前の胆振東部地震にともなう全道大

停電時にも、太陽光発電も含めこれら

の施設が有事の際には何の役にも立た

ないことが明らかとなったことから

も、地域に全くメリットはないと断言

できる。 

ご意見ありがとうございます。地域のメリット

は、建設時の工事関係者の飲食並びに宿泊

需要、地元土建会社、電気工事会社等の優

先雇用及び、稼働後のメンテナンス等といっ

た経済活動への貢献のほか、風力発電事業

の税収入で固定資産税、地方法人税、事業

税、地方消費税の納税、新たな観光資源と

しての活用等があると考えています。また、

事務所は北海道内に置くことを予定していま

す。これら税金に関するものは、事業実施区

域における納税となりますので、必ず実施さ

れるものであり、それらは行政の歳入となりま

す。資金使途（歳出）については行政が決定

するものですが、住民の皆様の民意が反映

されるものと思料いたします。 

13 

④ 建設予定地はしばりのある林野ではな

いにしろ、隣接する音威子府の森には

北大演習林となっており、影響が大き

いと言わざるを得ない。周辺にはクマ

タカの営巣地もあることが確認されて

音威子府の北大演習林につきましては、

鳥獣保護区にもなっておりますので、保全対

象と考えております。 

また、保全対象となるクマタカ等とともに、今

後実施する現地調査結果に基づき、環境影
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いる。 響の回避または低減措置、代償措置の検

討・実施を行うとともに、予測の不確実性が

大きい分野においては、事後調査による影

響の把握と追加の保全措置の実施等の順応

的管理を行います。 

14 

⑤ 建設予定地は事前調査にもある通り、

コハクチョウ最大の中継地「クッチャ

ロ湖」へ通ずる通過ライン上に位置す

る。このことは春、秋の渡りに計り知

れない影響が生ずるものとなる。 

今後実施する現地調査結果を踏まえ、予

測及び評価を実施する予定としております

が、バードストライクを含む鳥類への影響に

ついては、引き続き、情報収集に努め、影響

が想定される場合には再度専門家へのヒアリ

ングを実施し、実行可能な範囲内で環境影

響の回避または低減措置、代償措置の検

討・実施を確実に行うとともに、予測の不確

実性が大きい分野においては、事後調査に

よる影響の把握と追加の保全措置の実施等

の順応的管理を行います。 

15 

⑥ 環境アセスの内容も年に数回の調査で

野鳥の営巣、渡りなどの状況を判断で

きるものではないことは明らかで、か

つ過去の文献調査のデータをもって現

在の状況を判断することはあってはな

らない。 

環境影響評価の現地調査や文献資料調

査結果では、完全な鳥類相や群集の把握等

は困難であると考えております。鳥類調査に

つきましては、国内外の最新の知見を取り入

れて作成された「鳥類等に関する風力発電

施設立地適正化のための手引」（平成 27 年

修正版 環境省）等の文献資料や専門家へ

のヒアリングにより、現地調査計画を作成して

おりますが、必要に応じて追加調査を検討し

ます。 

なお、現時点で猛禽類や一般鳥類、その

他動植物について約２年をかけて調査を実

施する予定としております。 

16 

⑦ 180ｍにも達する巨大風車を12基も建設

することにともなう環境負荷は建設用

地のみの範囲ではなく、アクセス道路

や送電線工事などの開発行為を含め甚

大なものとなるのであって、到底容認

できない。地元に暮らす我々はこの町

の未来に対して責任を負っているわけ

ご意見ありがとうございます。風力発電は

地球温暖化対策及び国内におけるエネルギ

ー自給率向上に大きく貢献できる自然エネ

ルギーの一つであり、今後、より普及が望ま

れる電源であると考えています。 

本プロジェクトは、環境影響評価法に基づ

く環境アセスメントを実施することで、事前に
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であり、負の遺産を遺すことを選択す

べきではない。 

環境調査を行い、専門家の意見も十分踏ま

えた上で工事及び稼働に伴う環境影響の有

無を精査するとともに、影響が想定された場

合は回避・低減する施策を講じてまいりま

す。環境負荷に十分配慮し、地域の皆様に

事業について理解いただけるよう取り組んで

まいります。 

17 

⑧ モンタージュフォトについては、すで

に作成できるデータであるので、景観

がどのように損なわれるかを示してい

ただきたい。 

計画が未確定な段階でのフォトモンタージ

ュ作成は不確実性が高いことから、方法書で

は調査方法をお示ししております。 

今後、環境調査の結果を踏まえた風力発

電機の配置検討及び、景観に関する調査

（写真撮影）を行い、予測（フォトモンタージュ

法）・評価を実施する予定です。このため、準

備書段階でお示しできると考えております。 

18 

⑨ 騒音や低周波による人畜への健康被害

が全国いたるところで、出はじめてい

るようである。それが認められた場合

にはどのような対策が講じられるのか

甚だ疑問である。 

文献によりますと、風車騒音が人に健康被

害を及ぼす可能性は低いとされております。

現地調査を行い現況把握・予測及び評価を

したうえで、本計画を進めてまいります。それ

でもなお、健康被害が認められた場合には、

専門家等及び当事者と協議の上、軽減策を

検討いたします。 

19 

⑩ 例えば将来、国のエネルギー政策の制

度が変わり、採算が合わない状況にな

った場合、撤去もできずに残ることも

あり得る。 

ご意見ありがとうございます。風力発電事

業は、専門機関や金融機関を含む第三者か

ら事業採算性を十分精査して建設を進めて

いきます。制度変更等の理由に関わらず、事

業主としてガイドラインに求められている撤去

費用や保険を手配しますので、ご懸念されて

いる撤去もされずに残るような事態は発生い

たしません。 
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・意見書 6  

No. 一般の意見の内容 事業者の見解 

20 

① 設置工事の際には、風車各機の周辺どの

くらいの範囲が、木伐や切土・盛土等に

より改変される見込みなのかを、もう少

し視覚的にわかりやすく示すべきでは

ないでしょうか。理由としては、方法書

では、風車の設置予定箇所が広域地図に

点でしか示されておらず、設置工事に伴

い、周辺のどのくらいの範囲が具体的に

改変され、1 次的な影響を受けるのかが

不明瞭だからです。また風車設置の段階

だけでなく、環境アセス調査を実施する

ためにも現在の自然環境に手を入れな

ければならないと思いますが、それにつ

いても、具体的にどの程度現在の環境を

改変し、どのような影響が考えられるの

か、わかりやすく示すべきではないかと

思います。 

ご意見ありがとうございます。現段階では

工事内容は未確定ですので、お示ししてい

ませんが、今後、環境調査等の結果を踏ま

えた風力発電機の配置検討を行い、土木設

計を実施いたします。そのため、準備書段階

ではお示しできると考えています。 

現地調査に関しては、主に既存の林道、

作業道を利用した調査を想定しております。

また、サンプルの採取等についても最小限と

し、現地個体群に影響を与えないように努め

てまいります。 

21 

② 設置工事の際に、砕石路盤に使う予定の

砕石は、再生砕石を使う予定でしょう

か。再生砕石の場合、プラスチック等の

人工物が混入している場合があると聞

いたことがあります。山中の土中に人口

物が残り、それを動物が口にしてしまう

と、動物や生態系に影響を及ぼすおそれ

があると思うので、伺いたいです。 

ご意見ありがとうございます。工事内容に

ついては、現在は未確定ですので、工事関

係会社の選定後、確認し動物や生態系に影

響がないような工事手法を検討してまいりま

す。 
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22 

③ 国有林と地域森林計画対象民有林の際

に風車が数基建つことになるのだと思

いますが、周辺の地域森林計画対象民有

林の管理計画がどうなっているのかを

調べ、明記するべきではないでしょう

か。理由としては、巨大な風車が建ち、

土中に人工物が埋め込まれることで、周

辺の山の日当たりや、土中の生物の生態

などは影響を受け、それに伴い、周辺の

木々の生育環境が大きく変わると思う

からです。10 年後、20 年後、30 年後の

森林管理計画を踏まえたうえで、風車が

建つことの影響を考えるべきではない

かと思います。 

現在、関係機関へ連絡をし、本事業計画

について周知しております。 

今後は、周辺の地域森林計画対象民有

林を含めて整備計画を精査し、必要に応じ

て事前に関係機関との協議を行うことを検討

してまいります。 

23 

④ 景観影響評価の調査ポイント（眺望

点？）として、中頓別町内（字中頓別地

区）などの、一般町民が多く住んでいる

場所も加えるべきではないか。理由とし

ては、まったく視認されない予定なら不

要かもしれないが、かすかにでも視認さ

れる可能性があるのなら、「一般町民の

目線」から見た風力発電機がどのような

イメージになる予定なのかを町民に知

らせるべきであり、それに対する意見に

耳を傾けるべきではないかと思うから

です。 

「国立・国定公園内における風力発電施

設の審査に関する技術的ガイドライン」による

と、「垂直見込角が 1°～2°を超えると景観

的に気になりだす可能性がある」とされてい

ることから、1 度以上で視認できる可能性の

ある範囲で設定いたしました。 

字中頓別地区の大部分からは、敏音知岳

等に遮蔽され視認されないものと考えます。 

なお、「一般町民の目線」から見た調査地

点として、小頓別多目的集会施設、毛登別

会館、本幌別コミュニティセンターを設定して

います。 
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24 

⑤ 私の読み込み不足かもしれませんが、方

法書は全体的に、こういう調査をして、

こういう 1 次データを集めますという

ところまでしか書いてなく、もっとも重

要なはずの分析の視点が不足している

と感じました。調査で分かるのは、「現

在の姿」の「ほんの一部」だと思います

が、そのほんの一部の１次データをどの

ように分析するのかが示されていなけ

れば、どうやって影響を予測するのかが

わかりません。またその分析の際には１

つひとつの起こりうる影響を単独で捉

えるのではなく、影響は連鎖していくも

のだという視点を忘れないでいただき

たいです。たとえば、この計画の影響で

ヒグマの行動範囲が変わり、市街地に出

没しやすくなったとします。そうすると

人と接触する機会が増え、子どもを持つ

親御さんは安心して子どもを外で遊ば

せられなくなるかもしれません。中頓別

は近年、子ども連れの家族の転入が多い

町ですが、そんな環境では子育てがしに

くいと、転入する家族が減り、それに伴

い人口減も進むかもしれません。そうな

った場合、この計画は地域活性化に寄与

するどころか、活性化の妨げにしかなり

ません。この例は大げさかもしれません

が、連鎖していく影響に、いくら調査し

ても予測不可能な影響に、ウインドファ

ームさんはどこまで付き合う覚悟があ

りますか。口先だけではなく、もう一度

きちんと胸に問うてみてください。 

環境影響評価方法書は、現況を把握する

ための調査項目や調査方法について記載さ

せて頂いております。具体的なデータ分析、

予測・評価結果に関しては、今後の準備書

にて詳細に記載させていただくこととなりま

す。 

また、風力発電事業に起因する連鎖の影

響ですが、まさにそういった事象が発生する

ことを防ぐ為に、環境影響評価を実施し、事

前に適切な対応と計画をしておりますが、万

が一、地域住民の皆様へのご迷惑があった

場合については、真摯に向き合い、原因の

追究及び改善に努める所存です。 
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25 

⑥ （読み込む時間が足りなかったため、当

方の認識がずれているかもしれません

が、）「水道水源として地下水の利用はな

いため影響を調べる必要はない」という

ような記載がありましたが、地下水に限

らず、現在利用されていなかったとして

も、この計画により影響を受けるかどう

かは調べる必要があるのではないかと

思います。なぜなら、この計画の工事に

よって地下水の水質や流れが影響を受

けた場合、将来、中頓別町で地下水を利

用したいという人が出てきたとしても、

利用できなくなってしまう（地元での自

然資源の利活用の可能性・選択肢を狭め

る）ことになるからです。 

地下水への影響に限らず、「現在利用さ

れていないから、影響を調べる必要はな

い」理論はおかしいのではないかと思い

ます。 

環境影響評価の項目については、「発電

所アセス省令」に基づいて設定しており、地

下水等について、調査項目に挙げられてお

りません。 

なお、風力発電機の設置にあたっては、

地質調査を実施し、地下水脈等を考慮の

上、配置検討いたします。 

 

26 

⑦ 生態系への影響について、上位性注目種

の選択方法が恣意的でこのような調査

方法では生態系に与える影響を十分に

予測できるとは思えません。理由として

は、注目種の各項目（選択表の）には、

推測に拠るしかないもの（たとえば、「行

動を把握しやすく、生態に関する知見が

多い」等）が複数ありますが、このよう

な項目は、調査側にとって調査がしやす

いかを判断するための指標でしかなく、

真の意味で、その種が周辺の生態系にど

の程度影響力を持っているかを判断す

る指標にはならないと思うからです。実

質的な生態系への影響を測るうえで適

当ではない項目を判断基準に設定し、そ

れらの該当可能性を点数で区分し、その

点数が高いものを注目種にするという

ご意見ありがとうございます。 

生態系の注目種については、「発電所に

係る環境影響評価の手引」等を参考に設定

しております。影響について、定量的に把握

する必要があることから、比較的生態的情報

の蓄積がある代表種を取り上げています。 

風力発電は地球温暖化対策及び国内に

おけるエネルギー自給率向上に大きく貢献

できる自然エネルギーの一つであり、今後、

より普及が望まれる電源であると考えていま

す。環境影響に十分配慮し、地域の皆様に

事業について理解いただけるよう取り組んで

まいります。 
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のは、調査側にとって把握しやすく調査

しやすい種をあぶり出し、注目している

だけではないでしょうか。このような選

択方法では、人間の側では把握しにくい

種の生息実態や、この風力発電計画によ

りその種が影響を受けた際に、周りの動

植物及び生態系にどのような影響が出

るかを予測・評価することはできないと

思います。また、そもそも、いかなる調

査指標を設け、いかなる調査をしても、

自然の動植物たちが織り成す生命のつ

ながりやその仕組みを人間が完全に把

握することはできず、人間の所作により

かれらに与える影響を完全に予測する

こともできないはずです。人間が、地球

上の様々な生命のつながりや、それによ

って成り立つ地球のメカニズムをわか

った気になり、自分たちの科学技術を過

信し自然を踏み荒してきた結果、人間は

何度も痛い目を見てきたことを忘れな

いでほしいです。そして、そのときにい

つも犠牲になるのは、人間の文明のため

に自然を飼いならして支配しようとす

る側ではなく、その地域の自然の傍らで

生きている地元の人たちだということ

を忘れないでほしいです。地元の人たち

ももちろん、自然の様々な恵みを利用し

ながら生きています。木を伐った場所を

牧草地にして酪農を営むこともありま

す。キノコや山菜、木の実を採ることも

あれば、山の中に小道を作り、その道を

歩いて、日々の疲れを癒すこともありま

す。でも、地元民の一人である私は、自

然を操れるとも、大きく改造できると

も、そうしたいとも思いません。それは、

自分たちの生活の基盤を作ってくれて
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いる山々に対する冒涜だと思うからで

す。なぜ、その山の傍で生きている地元

の人が望まないことを、中頓別につなが

りがあるわけでも、愛着があるわけでも

ない事業者のほうが勝手に決めて勝手

にやってよいことになるのでしょうか。

立地場所が国有林だから、林野庁の許可

が得られればそれでよいということな

のでしょうか。どうして、そんなふうに、

地元の思いをないがしろにできるのか、

私にはわかりません。あなた方がしてい

ることは、かつて日本国が、北海道アイ

ヌの人たちにしたことと同じではない

かと思います。中頓別町民の中には、も

ちろん賛成の人もいれば、反対の人も、

正直わからないという人もいます。その

いろんな声に、きちんと耳を傾けて、本

当に中頓別に風力発電を建ててよいの

か、考えなおしてください。地元に、決

定権を与えてください。 
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27 

⑧ 最後に、方法書の話よりも広い話になっ

てしまいますが…。この計画の話をする

ときに、まず最初に、お互いの共通理解

としておきたいことがあります。「環境

の保全」と言うとき、その「環境」とい

う言葉は、とても多差的な言葉だという

ことです。再生可能エネルギーの普及に

より温室効果ガスの排出削減に寄与す

るという貴社のミッションは、たしかに

ある面では、「環境の保全」という社会

的課題の解決に寄与する”良い取り組

み”だと思います。このときの「環境」

という言葉は、「化石燃料の使用過多に

よる温室効果ガスの排出量増加のせい

で温暖化が進む地球環境を保全する」と

いうような、スケールの大きな「環境」

という意味で使われています。一方で、

このスケールの大きな「環境の保全」の

ために、小さなスケールの「環境の保全」

がないがしろにされてしまうことがあ

ります。私がこの計画に懸案を抱いてい

るのはそのためです。大きなスケールの

環境の保全のために、小さな中頓別の環

境が利用され、その影響が後々あらゆる

面で出たとしたら、中頓別は、大きなス

ケールの「環境の保全」のために犠牲に

なったことになります。仮に自然環境に

大きな影響が出なくても、地元の人たち

の心には、自分たちの気持ちをわかって

もらえず、大義名分のために犠牲を強い

られたという大きな傷跡が残ります。そ

のような形で実現する「環境の保全」は、

本当の意味で”環境によいこと”といえ

るのでしょうか。再エネの普及がビジネ

スチャンスになり、多くの事業者が再エ

ネ事業に手を出し始める陰で、逆に環境

ご意見ありがとうございます。 

風力発電は地球温暖化対策及び国内に

おけるエネルギー自給率向上に大きく貢献

できる自然エネルギーの一つで、今後、より

普及が望まれる電源であると考えています。 

本プロジェクトは、環境影響評価法に基づ

く環境アセスメントを実施することで、事前に

環境調査を行い、専門家の意見も十分踏ま

えた上で工事に伴う環境影響の有無を精査

するとともに、影響が想定された場合は回

避・低減する方策を講ずる事が法律として義

務づけられています。環境影響に十分配慮

し、地域の皆様に事業について理解いただ

けるよう取り組んでまいります。 



18 

 

に悪いことが起きてしまうというのは、

珍しいことではありません。発電機材と

なる太陽光パネルや風車等の廃棄物問

題のことはすでに世間でも指摘されて

いますし、発電機材の原材料の採取地

で、地元の人たちが劣悪な環境で働かさ

れていないか、原材料の採取の過程で有

害物質が垂れ流しになったりしていな

いか等も心配です（再エネ機材の生産過

程でそういうことが起きていると聞い

たことはないですが、スマートフォンに

材料の生産過程では、そういう被害も起

きています）。「再エネ事業＝環境によい

ことだ」という単純図式の考え方ではな

く、「環境」という言葉に含まれる多様

性を踏まえ、立場や住む地域、生活歴が

それぞれ異なる人の数だけ、そしてこの

地球に生きる動植物の数だけ異なる意

味がある「環境」にとって本当に良いこ

とを考え、それを実現することが、今の

時代に生きる私たちのやるべきことで

はないでしょうか。意見が対立するなか

で無理やり方向性を決定するような「そ

の場しのぎの環境保全」に明け暮れてい

る場合ではないのではないでしょうか。 
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・意見書 7  

No. 一般の意見の内容 事業者の見解 

28 

【鳥類】 

① 全体的な調査方法 

事業地の周辺や道北地域の鳥類の生息

状況に詳しい NPO法人サロベツ・エコ・

ネットワークの鳥類専門員の助言を聞

いたうえで、調査方法を決定すべきで

す。定点が事業地内に設定されていませ

んので、事業地内にも設定すべきです。

また、希少猛禽調査と渡り鳥調査の定点

位置と同じ場所になっていますが、それ

ぞれの調査に最も適した位置に設定す

べきです。 

調査方法については、有識者意見を参考

に設定しておりますが、調査にあたっては

NPO法人サロベツ・エコ・ネットワークは

じめ、さらなる有識者等からの意見収集に

努めます。 

また、調査地点については、現地踏査を

再度実施し、地点の追加等を検討します。

地形面、アクセス面から見通しの良いとこ

ろが限られることから、現地調査開始後

も、新たな調査地点の検討は随時行いま

す。 

29 

② 渡り鳥調査 

春の渡り鳥調査(ハクチョウ類)について、5

月中旬では渡り時期が終わっているため、

4月上旬から4月下旬に変更すべきです。

秋の渡り鳥調査(ハクチョウ類)においても

11 月では渡り時期が終わっていますの

で、10 月上旬から 20 日前後に変更すべ

きです。 

ご意見を踏まえ、調査時期を設定いたしま

す。 

30 

③ 希少猛禽類調査 

定点が事業地内に設定されていませんの

で、事業地内にも設定すべきです。定点

位置が渡り鳥調査と同じ場所になっていま

す。希少猛禽類調査にもっとも適した位置

に設定すべきです。 

調査地点については、現地踏査を再度実

施し、地点の追加等を検討します。地形面、

アクセス面から見通しの良いところが限

られることから、現地調査開始後も、新た

な調査地点の検討は随時行います。 

31 

④ 営巣確認調査 

事業地には自然林が分布しており、環境

省レッドリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定され

るクマゲラが繁殖している可能性がありま

す。そのため、猛禽類だけでなくクマゲラ

の営巣状況を把握するための調査も実施

すべきです。 

ご意見を踏まえ、クマゲラの繁殖等に留意

して、調査を実施いたします。 
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32 

⑤ 夜間調査 

夜間調査はフクロウなどの夜行性鳥類の

みが対象になっています。しかし、ガン・カ

モ類や小鳥類は、特に秋は夜間に多く渡

るため、これらの鳥類も対象に加えるべき

です。また、レーダー調査を合わせて実施

すべきです。 

夜間調査で、ガン・カモ類等が確認された

場合は記録をするようにいたします。 

なお、レーダー調査については、対象地

の地形等の条件により現在は実施予定とは

しておりません。 

33 

【方法書の縦覧方法と住民説明のあり方】 

⑥ 縦覧方法 

方法書の閲覧は、縦覧期間中にインター

ネット上でのみに限られており、ダウンロー

ドや印刷ができないうえ、縦覧期間終了後

は閲覧ができなくなってしまいます。縦覧

期間終了後に方法書の内容が実際の事

業地の自然環境等の状況と齟齬がないか

等の精査が可能な状態になっていること

は、環境影響評価図書(以下、図書という)

の信頼性を担保するうえで重要、かつ不

可欠です。そのため、縦覧期間に限らず、

公共施設やインターネットで常時、図書の

閲覧や印刷を可能にすべきです。また、

縦覧場所が平日のみ開館している施設に

限られていますので、土・日曜日や祝日も

開館している場所(例：道の駅、博物館等)

も縦覧場所として追加すべきです。より多

くの地域住民に周知するために、関係各

自治体のホームページに縦覧について掲

載してもらうようお願いすべきです。 

公表期間を縦覧期間のみにし、インターネ

ットでの電子縦覧図書のダウンロード・印刷

は不可としている点は、データの改ざん等に

よる図書の悪用・乱用を防ぐ目的から行って

いるもので、継続して公表すること、印刷可

能な状態にすることは難しいものと考えてい

ます。また、縦覧場所については、今後関係

自治体等へ相談してまいります。 

34 

⑦ 住民説明会 

住民説明会が開催されたのは平日の夜で

した。事業地周辺が、夜間よりも日中の方

が住民説明会に参加する時間が取れるこ

とが多い酪農地帯であることを考慮すれ

ば、同じ地域でも複数回の説明会を開催

し、休日の日中や夜にも実施すべきです。 

ご意見ありがとうございます。住民説明会

の開催については、各町村と相談の上実施

いたしました。しかしながら、今後は酪農地

帯であることを考慮し、休日の日中等の開催

も検討いたします。 
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35 

⑧ 関係者への説明 

環境影響評価を行う目的の一つは、地域

住民への説明責任を果たし、合意形成を

図ることです。そのためには情報の共有を

行うことが重要ですので、地元の自然保護

団体など有識者から助言を得るために、

今回の方法書を含め図書を自然保護団

体や有識者に提供すべきです。 

ご意見ありがとうございます。専門家等か

らの助言を仰ぎながら、各環境要素に係る環

境影響について適切に対応し、地域住民と

合意形成を図ってまいります。 

今後、社内で、図書の提供について、検

討いたします。 

 

・意見書 8  

No. 一般の意見の内容 事業者の見解 

36 

中頓別の自然を破壊しながらうみ出される”

自然エネルギー”を将来的にも望みません。 

どのように調査を尽くしても、今までの環境

で命をつなげてきた動植物に対する大きな人

的環境変化を与え、生存権を侵害する行為に

なると思います。 

もっと小規模な自然エネルギーの活用方法

について考えていきませんか？ 

そうすれば、電力消費の大きな都市部の近

郊にも建てることができて、送電ロスも少なく効

率的だと思います。 

補助金のつき方にふりまわされて理念を見

失わないで下さい。 

お願いします。 

ご意見ありがとうございます。風力発電事

業は地球温暖化対策及び国内におけるエネ

ルギー自給率向上に大きく貢献できる自然

エネルギーの一つであり、今後より普及が望

まれる電源であると考えています。環境への

影響については、この環境影響評価手続を

踏まえて、回避・低減を図りながら計画を進

めてまいります。 
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広報誌等による公告 

 

・中頓別町旬報（令和 4年 8月 25日） 

 

 

  

［別紙 1-1］ 
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・広報えさし（令和 4年 8月 29日） 

 
  

［別紙 1-2］ 
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・広報おといねっぷ（令和 4年 8月 12日） 

 

  

［別紙 1-3］ 
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・NC電源開発株式会社（中頓別ウィンドファーム合同会社の親会社）のホームページにおける 

お知らせ 

 

  

［別紙 2-1］ 
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・北海道ホームページにおけるお知らせ 

  

［別紙 2-2］ 
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・ご意見記入用紙 

 

  

［別紙 3］ 
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［参考資料］ 

 

縦覧状況 

北海道宗谷総合振興局保健環境部環境生活課 北海道上川総合振興局保健環境部環境生活課 

  

中頓別町役場 役場窓口 枝幸町役場 まちづくり推進課 

  

音威子府村役場 総務課 総務財政室  

 

 

 


